
 

第 28 回市場化テスト WG・第 13 回官業民営化等 WG 合同 WG 議事録（文部科学省ヒアリング） 

 

1. 日時：平成 17 年 11 月 8 日（火） 14:15～ 15:00 

2. 場所：永田町合同庁舎 1 階第 4 会議室 

3. 項目：独立行政法人日本スポーツ振興センター 

4. 出席：○規制改革・民間開放推進会議 

      八代主査、草刈副主査、黒川委員、安念専門委員、翁専門委員、福井専門委員 

      美原専門委員 

     ○文部科学省 

      スポーツ・青少年局企画・体育課 課長 岡本 薫 

                      課長補佐 水田 功 

                      課長補佐 前田 俊夫 

                      課長補佐 土松 憲次 

競技スポーツ課 課長補佐 水井 義武 

                学校健康教育課 課長補佐 井上 恵嗣 

大臣官房総務課行政改革推進室 室長 永山 裕二 

 

○八代主査  それでは「官業民営化等ＷＧ・市場化テストＷＧ」の合同のワーキンググル

ープを開きたいと思います。お忙しいところ、わざわざおいでいただきまして、ありがと

うございました。 

  最初に、こちらからお願いがあったと思いますが、15 分ぐらい、独立行政法人日本スポ

ーツ振興センターについて御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○岡本企画・体育課長  文部科学省の企画・体育課長の岡本と申します。よろしくお願い

します。 

  調査票の方の「１．根拠法令」、これは言うまでもありませんが、日本スポーツ振興セ

ンター法というのが根拠法令でございます。 

  従業員数は、366 名でございまして、このうち、後ほどちょっと申しますが、ｔｏｔｏ

のサッカーくじの担当者 25 名の人件費はｔｏｔｏの売上から出すということになってお

ります。この 25 名だけがちょっと違う扱いになっております。 

  予算額は、平成 17 年度で 470 億円でございます。 

  それから「４．事務・事業の内容」でございますが、追加資料の方をお開きいただきま

して、１ページを見ていただきますと「沿革」と書いてございますが、かつて特殊法人が

３つございまして、スポーツの関係の国立競技場。それから学校の安全の関係の日本学校

安全会。それから日本学校給食会と３つあったわけでありますが、これが徐々に統合され

ていきまして、平成 15 年からスポーツ振興センターになったわけでございます。したがい

まして、この独立行政法人の仕事が非常に多岐にわたっております。 
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  それから、追加資料を１ページめくっていただいて２ページをごらんいただけますと、

これが御質問の４と８のAに相当する分でございますけれども、先ほどございました、そ

れぞれのスポーツ関係の施設運営、研究・研修、助成、それから健康関係の災害共済給付、

研修・調査等についての 16 年度の実績と 17 年度の予定でございます。 

  施設運営は、大体細かく申しませんが、御存じかと思いますが、国立競技場の運営、そ

れからラグビー場、代々木の第１、第２体育館の運営でございます。 

  研究・研修は、いろいろございますが、アテネオリンピックでたくさんメダルを取って、

ちょっと注目されました科学的なスポーツの競技力向上の支援などを行っております。 

  助成は２種類ございまして、スポーツ振興基金というのと、それからｔｏｔｏ、いわゆ

るサッカーくじと２種類ございまして、ここにありますような形で助成をしております。 

 それから、健康というのが、ちょっとややこしいんですが、健康の概念に実は食育基本法

というのができましたが、これとか、あるいは安全もこの概念に入っております。 

  災害共済給付は、学校の設置者、これは私立も入りますけれども、それと国と保護者が

一緒になって、互助共済のようなものをやっていると、学校で事故があった場合に、ここ

からお金が出るというシステムでございます。 

  研修・調査等、これはいろいろございますけれども、先ほど申しました、安全の関係、

食の関係、それから保険の関係、こういったものが含まれているわけでございます。 

  ３ページでございますが、特にサッカーくじの関係につきまして、御関心があるという

ことで、少し詳しめに御説明させていただきます。 

  ３ページの左半分にございますが、この事業は、スポーツ議員連盟、これは共産党を除

く超党派の国会議員の議員立法で、10 年に法律ができまして、13 年から販売開始しており

ます。 

  種目はサッカーに限りまして、複数の試合結果を対象とし、売上の半分を払い戻す。19

歳未満は購入禁止でございます。 

  くじの種類は、13 試合の勝ち、負け、その他を全部予測すると。これは 160 万分の１の

確率でございます。 

  それから、ｔｏｔｏＧＯＡＬというのは、５試合 10 チームが勝ち、負けではなくて何点

得点するかというのを当てるものでございまして、これが 105 万分の１でございましたが、

後ほどちょっと申しますけれども、売上が落ちていることの改善策としまして、当たりや

すくしようということで、ｔｏｔｏＧＯＡＬというのは販売をやめまして、ｔｏｔｏＧＯ

ＡＬ３というのを５月から売り出しておりまして、これは 4,096 分の１で、これはかなり

売上が伸びているものでございます。 

  右の上に行っていただきまして、赤字になっているという報道がときどきございますけ

れども、実は、毎年のA－B－Cという収益を見ていただくと、15 年度にはほぼゼロにな

っておりますが、今のところまだ赤字にはなっておりません。 

  ときどき累積赤字がたまってという報道がときどきございますが、これは実は間違いで
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ございまして、一番右の欄を見ていただきますと、システムを始めるときの初期投資がご

ざいます。これが 351 億円あったわけでございまして、この償還が計画どおりに行かなく

なっていると。毎年減らしておりますけれども、16 年度末で 224 億円残ってしまっている

と。こういう状況でございます。 

  これは、センターと受託会社との民民関係でございますが、受託会社がセンターに対し

ては、224 億円に対して催告というのは行っておりません。なぜかといいますと、この事

業は、受託会社に委託しておりますので、この状態をつくったのは受託会社ですから、催

告はしない。今のところ、こういう状況になっております。 

  それから、助成件数等は、３ページの下の方にございます。 

  ４ページでございますが、こういう状況でございますので、これは何とかしなければい

かぬということで、もともとスポーツ議員連盟の発案でございますので、議員連盟の方で

いろいろ御心配いただきまして、プロジェクトチームでいろいろ御提言をいただきました。

それを 18 年度から実施する予定でございます。 

  第１期の契約は、５年間でしたけれども、受託会社に丸ごと全部委託しておりましたけ

れども、どうもこれがうまくいかなかったということで、内容ごとに、企業群に 18 年度か

らは委託しようということで、今、相手を探している状況でございます。 

  システムの方は、当たりやすいくじの発売ということで、最初法案を審議しましたとき

に、これは射幸心をあおるんではないかということで、いろいろ法案の中身が変わったり

しまして、射幸心をあおらないように、めったに当たらないようにするというシステムに

したわけでございますが、めったに当たらないものを買う人はいないわけであります。こ

れを当たるようにする。243 分の１というのを発売しようということを考えております。 

  それから、予想する必要のないくじ、インターネット販売、コンビニエンスストアでの

一般販売をどんとやる予定でございまして、実は、この一部は 17 年度から販売を実施して

おります。 

  17 年度は、先ほど申しましたｔｏｔｏＧＯＡＬ３が調子いいものですから、前年度と同

じぐらいを何とか確保したいということでやっております。 

  次は、新聞紙上をお騒がせしました、会計検査院から指摘された事項を御参考までに入

れておきました。 

  ５ページのＡと書いてございますのが、これが実は、公認会計士はいいと言ったんだけ

れども、会計検査院が不適切と言ったものでございます。 

  これは、どういう趣旨かと申しますと、右下のところに負債の全体額、今、受託会社に

借金が 233 億円ありますというトータルを示そうとしたものでございます。 

  それで、会計検査院がこうしろと言ったのが６ページのＢの方でございまして、この形

になりますと、受託会社に幾ら借金があるのかよくわかりません。一番最後のところに、

当該事業年度において、70 億 2,000 万円ありますと書いてありますが、これは全体ではな

いわけでございまして、これと表の中のどこかを合計しないといけないのでございますが、
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会計検査院はＢの方がいいと、公認会計士はＡの方がいいということでもめたということ

でございます。 

  それで、規制というのがテーマでございますので、ちょっとよけいなことを申しますけ

れども、先日、私、公認会計士協会の方の講演を聞きまして、この問題の本質がやっとわ

かったんでございますが、この問題は、今後むしろ国立大学法人で多発する構造的な問題

だそうでございまして、独法におきましても、国立大学法人におきましても、企業会計基

準を採用しました。それによって、会計、経理の自由度が増したわけでございまして、企

業会計基準というのは、わかればいいと、アカウンタビリティーをキープできればいいと

いうものだそうでございます。したがいまして、表の中に入れるか、外に入れるか、これ

も自由になっているそうでございます。 

  例えば、今、各省庁の貸借対照表ができておりますけれども、最初につくった貸借対照

表は、国債発行残高、これは国の借金ですが、これが貸借対照表の負債のところに入って

おりました。これを各省の予算に比例配分して入っておりました。 

  ところが、これは各省が努力して返せるものではありませんので、おかしいじゃないか

ということになりまして、現在の各省庁貸借対照表では、負債の部には国債を入れないで、

このように表の外に別記で書いているわけでございます。これは、どっちでもいいという 

世界のようなんですが、そういうあやふやなことがありますと、国立大の方々なんか大変

心配しまして、こういう場合どうするんだという膨大な質問を文部科学本省に投げまして、

それに対して、文部科学省本省が膨大な答えを出した。 

  それが、通知になっておりまして、これは独法では国立大学の方でございますが、注釈

というのがありまして、それから実務指針があります。これにあらゆることが書いてあり

まして、公認会計士協会は、よせばいいのにと言ったらしいんですけれども、ちょっとで

もこれからずれていると、会計検査院が不適切という事態になっているそうでございます。

  公認会計士さんたちは、これに非常に反発しているそうでありまして、自分たちが適正

と判断しても、会計検査院がいかぬと言うと。 

  彼らに言わせると、会計検査院というのは、税金の使い方をチェックするんではないの

かと、会計基準に合っているものについて、どこに書くかなんていうことは、会計検査院

の仕事ではないんじゃないかということを言っているらしいんでございますが、17 年度決

算はえらいことになるわけでございまして、16 年度決算が、国立大学法人は初めてでござ

いましたが、そこで、こんなにいっぱいもめたものでございますから、17 年度は、恐らく

各国立大学が公認会計士に対して、これで大丈夫でしょうね。会計検査院から文句出ない

ようにしようねと多分言うだろうと。すると、公認会計士はこれを全部勉強しないといけ

ないと。こういう状況になってしまっているようでございます。 

  ちなみにあほな例をいっぱい教えていただきましたが、この中にみんな書いてあるんで

すが、ちょっとだけ申しますと、大学の農場で生まれてしまった子牛と、買ってきた子牛

をどう書き分けるか、これはちゃんとこの中に書いてあります。 
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  東大の赤門は、建物でいいのか、その場合、減価償却はどうするのかと、全部ここに書

いてあります。 

  それは、一般の企業で別にばらばらでもわかればいいじゃないかという世界であります

が、実質的に規制が大幅に強化されているというような泣き声があちこちから聞こえてお

りますので、御参考までに申し上げました。 

  調査表の方に戻っていただきまして「５．民間開放の状況」でございますが、日本スポ

ーツ振興センターにおきましては、民間開放につきまして、中期計画で、ここにございま

すように、積極的に推進すると定めております。 

  どうなっているかと申しますと、追加資料の方の７ページをごらんいただきたいんです

が、ここに全部一覧として入れておきました。 

  先ほど申しました関係業務のすべてについて何らかの民間委託をしております。 

  それで、中期計画が始まってから、右から左に移したものもございます。例えば、施設

運営のところの一番下の「・スポーツ博物館展示資料搬入・搬出及び受付業務」。その右

にあります「・使用料徴収等窓口業務」。これは途中で検討した結果、これも委託できる

だろうということで、左にずらしたものでございまして、これはこれからもどんどん左に

ずらしていこうということでございます。 

  調査表の「６．当該独立行政法人を廃止した場合の影響」でございますが、これは先ほ

ど申しましたように、事業が多岐にわたっておりますので、これをいきなり全部廃止と言

われてしまいますと、ちょっと紋切型で申し訳ございませんが、そこにございますように、

国の政策の遂行に重大な支障を来すおそれがあると。こういうお答えをせざるを得ないわ

けでございます。 

  次の「７．更なる民間開放についての見解」でございますが、私どもこれにつきまして

は、先ほど申しました７ページにありますような個別業務の民間委託という話と、それか

ら「市場化テスト」によります包括的業務委託というのは、ちょっと考え方が違うかなと

思っております。 

  前者の個別業務の民間委託につきましては、先ほど申しましたように、どんどんやって

いくつもりでございますけれども、これはある意味、下からという言い方がいいかどうか

わかりませんが、下から個別の業務を明らかに民間に委託するものが、だれが見たって適

切であり、かつ可能でしょう。適切かつ可能なものについて見直しまして、どんどんやっ

ていこうということでございます。 

  それに対しまして、包括的業務委託というのは、上からどんという言い方がいいかどう

かわかりませんが、丸ごとどんと委託するわけでございますので、これについては検討す

る場合、180 度発想を変える必要があるんではないかと思っております。 

  具体的には、２つ目のポツにございますように、小規模な業務をやってきた、今までは

民間委託が明らかに適切可能というのを進めていたわけでございますけれども、その発想

を変えて、むしろ逆に民間委託が適切でない業務を特定して、それ以外は全部対象なんだ
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と。すべての独法のすべての業務について同様の考え方でやっていくと、こういうことじ

ゃないかと思っておるわけでございますが、文部科学省だけを見ましても、いろんな独法

がございまして、類似の業務をやっているところもあれば、７ページもそうでございます

が、かなりのものを民間委託して、あと残っているもの、例えば作業というよりも、意思

決定部分だと、こういう場合もございます。 

  したがいまして、少なくとも文部科学省全体として民間委託が適切でない業務はどうい

うものなのかということについて、統一的な基準なり考え方なり、これが決められるべき

ではないかと思っているわけでございまして、大臣官房の方に、それをお願いしていると

ころでございます。 

  民間委託が適切でない業務ではないとされたものについて、既に民間でできるかという

ことを検討していくという筋道ではないかと思っているわけでございます。これは一般論

で申し訳ありませんが、私どもはこういうふうに思っております。 

  ということで、実は、次のページの８番のB、C、Dについてお答えしてしまったよう

なものでございますが、B、C、Dの下に書いてあることは、ちょっと紋切で感じが悪い

ことが書いてあって誠に申し訳ありませんが、中の話で申し訳ないんですが、これは大臣

官房が定めました、省全体の見解でございまして、「市場化テストの実施の可否を決する

に足る十分な条件が整っていない」と、この見解に各局が拘束されているわけでございま

す。 

  したがいまして、比較対象としましては、各法人ごとに「市場化テスト」による包括業

務委託ということを検討する場合には、次のことが必要と思っております。 

  まず第１に、文部科学省全体として、ここに書いてある見解を撤回ないし変更すること。

  第２に、先ほど申しましたように、民間委託が適切でない業務について、文部科学省全

体の考え方や基準を決めること。 

  第３に、先ほど申しましたように、そうじゃないんだとなったものについて、民間でで

きるかということを検討するというプロセスではないかと思っているわけでございます。 

 これは、ある意味、私はリスクマネージメントの問題でもあるかなと常々思っております

が、今まで、ここに並んでいる人はみんなそうですけれども、ある仕事を自分でやってき

た人が、丸ごと民間委託したらどうですかと言われた場合、民間を信用するか、しないか

という問題ではなくて、システムが変わるわけですので、システムが変えたときに何か悪

いことが起こりはしないかとか、アカウンタビリティーはキープできるのかとか、責任は

だれが取るんだとか、どうしても心配をいたします。 

  そのときに、これはやはり省全体として、この程度のリスクは負ってこっちに行くんだ

とか、あるいはここから先は行かないんだということがルール化されておりませんと、各

担当者は、やはり何か悪いことが起こるかもしれないから反対だと、こうなってしまうわ

けでありまして、適切論をやっているときに、民間でもできるんじゃないですかというで

きるできない論が出ると、ちょっとすれ違うところが、実は局内で議論してもそういうこ
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とがあるわけでございます。 

  したがいまして、省全体でそういう考え方を示していただきたいと。こういうことを言

うと、帰ってから官房の偉い人にえらい怒られると思いますけれども、ワーキンググルー

プの方といたしまして、文部科学省に対して、そういう考え方を示せと言っていただける

と、各局の下々の者としてはありがたいわけであります。 

  なお、蛇足ですが、今、申し上げたことは、包括的業務委託についての話でございます。

個別的業務委託は、先ほど申しましたように、７ページに書いてあることを今後とも見直

して、どんどん左に持っていきたいと思っております。 

  早口で雑駁で申し訳ありませんでした。以上でございます。 

○八代主査  どうもありがとうございました。 

  文部科学省が、各部局にそんな統一的な見解を出しているとは知らなかったことです。

そういうことをしていたら、個別に議論する意味が全くないわけですから、当然対応いた

しますけれども。 

○草刈副主査  私は、それはすごく問題だと思っています。これを「市場化テスト」にか

けるべきだという提案をしましたね。そこで来る答えは、あらゆるアイテムに対して、み

んな同じなんです。やはりよくないと思いますよ、おっしゃるとおり、それは是非やめて

いただきたい。 

○永山行政改革推進室長  基本的な「市場化テスト」の制度設計は、恐らくそちらの「規

制改革・民間開放推進会議」の方でいろいろ御検討されていると。当然それについては、

これは昨年来いろいろ議論させていただいておりますけれども、さまざまな形で相談とい

いますか、こちらとしてもいろいろな形で意見を言いながら、それが恐らく、政府の基準

として集約していって、それが政府全体としての基準になっていく。 

  それに基づいて、来年度以降、本格実施ということであれば、それに基づいて制度が動

いていくということだと思っておりまして、そういう形で、いろんな基準ができ上がって、

今、過渡的な段階にあると思っております。 

  そういう今の段階で「市場化テスト」について、できるのかどうか、政策判断しろと言

われると、なかなか難しいですねというのが８番の趣旨です。 

  一方、個別の業務について、「市場化テスト」というのを少し置いておいて、では民間

開放できるのかどうかと、これについては、個別に、これまでも私どもが先ほど説明した

ように、適切かつ可能であるという判断をしたものについてはやってきていますし、それ

はそれだけで十分なのかどうかということの議論は当然できると思っていまして、それを

例えばこの後の学生支援機構でもそういう御説明をさせていただくと思っています。 

○福井専門委員  適切かつ可能というのは、どういう基準ですか。 

○永山行政改革推進室長  先ほど説明させていただいた民間委託が適切、可能と。 

○福井専門委員  基準は何でしょうか。文部科学省として適切可能という何らかの基準を

お持ちでしょう。 
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○永山行政改革推進室長  それは持っていると思います。 

○福井専門委員  そうすると、それは個別判断でいいわけですね。 

○永山行政改革推進室長  今は個別判断です。 

○福井専門委員  要するに、個別判断で、民間開放になじむかどうかは、別に議論してよ

ろしいわけでしょう。 

○永山行政改革推進室長  政府全体として、例えばいろんな場でこれまでも議論されてき

て、例えば「行政改革委員会」で、平成８年ぐらいでしたか、一応基準というものは示さ

れたり、いろんな幾つかの、私としても判断する基準が政府全体としてあり、それに基づ

いて、我々として資料でありますように、明らかに適切かつ可能なものについて、徐々に

ということだと思いますけれども、進めてきていると。そこの判断は個別の判断というこ

とです。 

○翁専門委員  既に民間がやるかどうかというのは、もう「行政改革委員会」のところで、

官がやらなければならないことについては挙証責任があるということになっているわけじ

ゃないですか。どうして、その対応を今までやっていないのですか。 

○永山行政改革推進室長  個別には、いろいろな形で、例えば翁専門委員も参加されてい

る参与会議で言う、個別の挙証責任といいますか、いろんな形でそれぞれの法人ごとに説

明はさせていただいていると思います。 

○福井専門委員  包括的業務委託について、要するに、何か統一方針が存在して、「市場

化テスト」にかけるのが適切であるとか、ないとかというのを、今、言う段階ではないと

いうのであれば、個別の議論というのは、全く意味なくなりますね。 

  ひょっとしたら同じことをおっしゃっているのかもしれませんけれども、「市場化テス

ト」というのは、勿論、現在法案がかたまっているわけではないし、これから煮詰まるも

のですが、「市場化テスト」とは基本的にこういうものだ、ということについては、条文

の形ではないかもしれないけれども、相当具体的なコンセプトも含めて、私どもの会議と

して公表し、お示しをしたのもありますね。それを前提に議論していただければいいだけ

のことです。 

  逆に言えば、もしこの点が明らかでないから教えてほしいということであれば、むしろ

問題意識を提示していただければ、可能な範囲でお答えするのは、やぶさかではないわけ

です。そういうふうにとらえていただかないといけないし、また「市場化テスト」の可否

については、コンセプトの一般論は御存じだという前提で申し上げれば、要するにアプリ

オリに民営化になじまないような業務がある、すなわち、そもそも官民競争入札という前

提にたどり着くまでの段階で官業のまま維持する方が適切だというものが、何らかの実質

的根拠でもって存在するのであれば、そこを教えていただきたいということであり、それ

が、現時点での一番の眼目です。 

  それは別に条文が明らかにならなくても、業務の性格に応じて存在しているはずですか

ら、そこを個別に議論させていただくということでよろしいですね。 
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○永山行政改革推進室長  個別の議論は結構でございます。申し上げたように、「市場化

テスト」の対象にできるかどうかという最終的な政策判断は、まだ今の段階では、こうい

う公開の場で文部科学省として責任を持った決断はできないということ。  ただ、民間開

放、民間委託と言った方がいいのかもしれませんが、今、我々がやっている民間委託をど

こまでできるのか、この法人のここについてはできないんじゃないかという個別の議論に

ついては、当然この後の支援機構はそういう議論をさせていただきますし。 

○八代主査  それは、いいんですけれども、ここでもそういう議論をしていただかないと、

これは日本スポーツ振興センターのやっている業務で、これは民間ではできないんだとい

うことを、むしろそちらが立証する責任があるわけなんです。 

○永山行政改革推進室長  それは、今、整理させていただいているのが、局の方から出さ

せていただいている追加資料の７ページ。 

○岡本企画・体育課長  もし、お許しいただければ、７ページの右側につきまして、なぜ

右側に整理しているかということを。 

○前田課長補佐  それでは、一番上の部分でございますが、施設の運営部分につきまして、

御説明させていただきます。 

  施設の運営部分については、ほとんど民間委託をしておりまして、残っておりますもの

は、施設の管理者として民間委託をしている部分の指導・監督する部分。それから、施設

も相当老朽化しておりますものですから、その整備計画、それから施設の改善計画を企画

・立案していく部分については、センターがやるべきものと考えています。 

○八代主査  だから、まさしくそれを聞いているわけで、なぜそれをセンターがやらなけ

ればいけないのかということです。 

  つまり、国立競技場全体として、どうやったら効率的に運用できるかというのは、ある

意味で民間の方が優れている面もあるんじゃないなかと、言わば役人商売と比べてです。 

 だから、まさに国立競技場をどういう形で運営するかということが、なぜ民間では企画・

立案できないのかと。 

  文部科学省の方からは、健全な青少年の政策目的を示していただいて、その目的に従っ

て民間がよりよい企画・立案をするということが、なぜ官でなければできないのかという

ことです。 

○岡本企画・体育課長  御指摘はあろうかと思いますが、それぞれについてざっと順番に

どういう考え方かだけを。 

○水井課長補佐  スポーツ医・科学に関する研究・支援業務でございます。これは、日本

スポーツ振興センターの中にあります、国立スポーツ科学センターという組織がございま

すが、そちらの方でトータル的にスポーツの医・科学研究をし、コーチングやトレーニン

グの方法、戦術の開発等をして、そういうものをオリンピック選手等の競技に生かしてい

くと。こういった成果がアテネオリンピックに見られますように、過去最高のメダル数の

獲得につながっていると、こういう事業でございます。 
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○土松課長補佐  次に助成でございますけれども、こちらにつきましては、スポーツの競

技水準の向上や、スポーツの普及のための助成業務に関わる助成対象者、それから助成金

額の決定が、国のスポーツ振興施策を具体化するための重要な方策そのものであり、民間

では確実に実施される保証がないというのが、まず一点。 

  もう一点は、生涯スポーツ、競技スポーツの施策を総合的に実施する必要がありますけ

れども、ある特定種目に特化したような助成が行われる可能性がありますということでご

ざいます。 

○井上課長補佐  災害共済給付につきましては、先ほどありましたように、国、学校の設

置者及び保護者の三者の負担による互助救済制度となっておりまして、民間の保険とは異

なる性格を有しておる制度でございます。 

  災害共済給付は、そういった意味で我が国唯一の公的給付制度として定着して、学校教

育の円滑な実施に資する制度として重要な役割を果たしているところでございます。 

  この制度自体は、昭和 35 年から現在に至るまで、センターが制度運営を行ってきたとこ

ろですけれども、45 年間に蓄積されたノウハウで、センターが有します適切な審査を行う

ための経験を有した審査担当職員を有していると。 

  あるいは、今年度から始めましたけれども、業務の効率化を行うために災害共済給付オ

ンライン請求システムというのを立ち上げましたけれども、そうしたシステムを有するセ

ンターの方で行うことが一番適切であると考えております。 

  なお、そこに書かせていただきましたように、オンラインシステムの運用につきまして、

管理業務は、既に民間に委託してやっていただいているという状況でございます。 

  最後に、健康に関する研修調査等につきましてですけれども、これも極めて公益性の高

い事業でございますので、今まで蓄えてきた知識、あるいはネットワークを活用いたしま

して、センターの方で業務を行うことが適切であると考えているところでございます。 

○八代主査  下から２番目の災害共済給付ですが、これは一種の保険ですね。 

○井上課長補佐  災害が起きてけがした場合に、医療費、障害見舞金、死亡見舞金を給付

するという制度でございます。 

○八代主査  保険料は、三者から取っていると。 

○井上課長補佐  共済掛金として、保護者、設置者が負担して、それで国が制度全体につ

いて国庫補助しているという状態でございます。 

○八代主査  普通の保険なのに、なぜ民間の保険会社ではできないような特殊なものなん

ですか。 

○井上課長補佐  目的が、先ほど申し上げましたように、学校教育の円滑な実施に資する

という目的がございますので、一般の保険業務とは性質が異なるというところが大きいか

と思います。 

○八代主査  なぜ学校教育の健全な目的ということであれば、普通の保険会社ができない

ような特殊な技術があるんですか。 
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○井上課長補佐  まず、学校教育の円滑な実施に資するという部分が、やはり判断基準、

大きな目的として入ってきておりますので、そういったことに周知している 35 年間のノウ

ハウを有するセンターが、今、行っているというところでございます。 

○美原専門委員  それは、保険機能と全く関係ないじゃないでしょうか。 

○黒川委員  普通私立の学校では、一般にそれぞれ民間の保険会社等、こういうシステム

を持っているんじゃないですか。だから、多分公立の学校で小学校とか中学校とか、そう

いう部分がこういうふうになっていて、小規模でなかなか１校ではできないところはこう

なっているかもしれないけれども、普通の大きい学校は、みんな学校で民間の保険会社と

対応していませんか。 

○井上課長補佐  小学校でいいますと、ほとんどの学校がこの共済給付制度に子どもたち

が加入して行っているというところでございます。 

  この災害共済給付制度自体は、学校の管理下の事故ということが限定されておりますの

で、そこから漏れる部分が当然出てきます。あるいは子どもたちが、これは被害を受けた

場合の給付でございますけれども、外で教育を受けている課外指導とかの場面で子どもた

ちの方が加害者になった場合とかは、当然出ませんけれども、そういった部分で補完的に

地域で保険に入っている例はあるかと思いますけれども、機関的には災害共済給付制度に

加入されているという理解でおります。 

○安念専門委員  例えば、体育の時間にけがをするというのが最も典型的だろうと思いま

すけれども、そういう場合に、あらかじめどういうけがに対して、どれだけの給付をする

というのは、当然ながら決まっているわけですね。それを民間の保険会社がやるのと、こ

こがやるのと何か違いがあるんですか。 

○井上課長補佐  まず、どういう経過かというところでございますけれども。 

○安念専門委員  こちらが伺いたいのは、審査に何か違いが出てくるかということです。

保険というのは、審査しない保険というのはないわけで、１件１件について保険給付すべ

きかどうか、あるいは給付するとしてどの程度すべきかというのが保険の審査です。 

  今、井上さんがおっしゃったのは、何か審査そのものに違いが出てくるんだということ

であったので、今のような具体的な事故を想定した場合に、民間の保険会社にこの仕事を

やらせた場合と、ここで独立行政法人でおやりになる場合と、何か違いが出てくるんでし

ょうかということを伺いたいのです。 

○井上課長補佐  まず、審査の基準につきましては、法令がございます。一番上にありま

すセンター法があります。その下に政令、省令がございますけれども、そのほかにセンタ

ーが定めております給付基準、あるいは慣例の通知等で基準を定めておりますけれども、

プラスそれだけでは拾い切れない部分がございますので、実施事例とか、過去の事例等と

の集積で、学校の管理下であるかどうかという判断が出されてくるという点があります。

○安念専門委員  それは、民間の保険業者でもみんな同じです。 

○美原専門委員  今、おっしゃっているのは、まさに保険の機能を説明されているわけで
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あって、普通の保険会社と全く同じ考えです。それが民間でやるか否か、なぜ国がやらな

ければいけないのか、なぜ文科省の独法がやらざるを得ないんでしょうということに、お

答えになっておられない。学校教育の重要性とか、そういうことに触れられましたけれど

も、保険の機能とどこがどう違うんでしょうか。本当に国がやる必要はあるんでしょうか。 

○岡本企画・体育課長  民間にやらせたら、こういうまずいことが起こるというのを例で

もいいから、言ってみて。 

○安念専門委員  岡本さんのおっしゃるとおりです。 

○岡本企画・体育課長  施設の場合には、例えば内部のディスカッションでは、契約の形

態にもよるかもしれませんけれども、例えばコンサートをやるともうかるわけですね。コ

ンサートをやった方が、陸上競技よりももうかるわけです。そうすると、コンサートばか

りやって、もうけ主義に走るんではないかと。それは契約でしょうと言えば、それまでで

すけれども、というような危惧があるわけですね、担当としては。 

  ですから、例えばハコモノの場合です。ですから、それをそれぞれ何かそういうのがあ

るかということです。何か保険の場合には、民間でやったら、例えばこういう悪いことが

起こりますと。 

○井上課長補佐  審査の適正化ということがあるかと思いますけれども、審査する際に、

やはりこの基準を適用するかどうか、学校の管理下であるかどうかという判断をするとき

に、やはり学校教育の実情でありますとか、今までの例というものから、法令の範囲内で

一番の目的であります、学校教育の円滑な運営に資する。 

  具体的には、子どもたちの災害を速やかに救出するということが大前提ですけれども、

災害に関する紛争あるいは対立というものを学校内で生じないようにしていくと。そうい

ういろんな教育的な配慮もございますので、そういった観点を総合的に使いながら審査し

ていく必要があると思います。 

○福井専門委員  保険給付でいろんな配慮というのは、具体的には何をやるんですか。仕

事は保険の審査と給付でしょう。 

○井上課長補佐  そうです。 

○福井専門委員  そこで、学校内についてのいろいろな配慮というのは、何をやるんです

か。 

○井上課長補佐  審査の際に、この制度が適用になるかどうか、範囲がどうかというとき

に、やはりそこに規定だけでは判断できない部分。 

○福井専門委員  どういう場合ですか。あいまいな規定なんですか。学校の管理下かどう

かというのは、契約条項による一種の法的概念です。それがどういう場合に判断しにくい

んでしょうか。 

  判断しにくいものが、機構の職員の方が、保険会社の、言わば保険給付のプロよりも、

なぜたけているとアプリオリに言えるのですか。 

○井上課長補佐  １つは、この事業を昭和 35 年から開始してやっておりますけれども。 
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○福井専門委員  35 年から職員や組織体制は一切変わっていないんですか。 

○井上課長補佐  それは入れ替わっております。 

○福井専門委員  人事異動もあるでしょう、組織改編だってあるでしょう。しかしちゃん

と引き継いでやっているんでしょう。 

○井上課長補佐  そうです。 

○福井専門委員  だったら、だれかに引き継ぐことさえ物理的に可能であれば同じことで

すね。 

○黒川委員  この分野というのは、400 人弱の人の中の何人ぐらいの人が対応されていて、

それが全国の小中学校をコンプリヘンシブに抱えて管理されているんですか。 

○井上課長補佐  まずは、本年度からですけれども、支所体制という形で、６か所の支所

に災害共済給付の審査の件が入ってまいりますけれども、その支所で、現在６支所で合計

で 138 名の職員がおりまして、この部分につきましては、本部の職員よりも異動が少なく

て、専門的にやっている職員が多いという状況でございますけれども、本部の方では、実

際に関わっている財務とか、総務部分を除きますと、10 名程度の職員が関わっているとい

うような状況でございます。 

○福井専門委員  基本的にどこそこの管理下とか、だれそれの例えば運行中とかというの

は、極めて厳格な、裁量性のない概念ですから、そういうことであれば、別に保険会社で

簡単にできるわけです。多分おっしゃっているのは、もう少し複雑な裁量的業務をやる場

合には、ひょっとしたら経験とかが関係があるかもしれないけれども、保険の審査と給付

ですから、これは普通は民間の方が優位性があるというのが常識ですね。やはりこれは再

検討していただく必要がありますね。 

○八代主査  ほかの業務もあるので。 

  それから、国立競技場 193 人と書いてあるけれども、１か所だけで 193 人おられるわけ

ですか。 

○前田課長補佐  申し訳ございません。一番最初の 193 名という数字は、日本体育学校健

康センターに統合したときの国立競技場の数字でございまして、今はずっと少なくなって

おりまして。 

○福井専門委員  施設運営に何人ぐらいが関わっているんですか。 

○前田課長補佐  45 名です。 

○福井専門委員  45 名が施設管理を専業でやっておられるんですか。 

○前田課長補佐  施設と、それからスポーツ関係の研修会の開催、スポーツ教室の企画で

あったり。 

○福井専門委員  この上の７ページの表で言うと、施設運営と研究研修をまとめて 45 名で

やっていらっしゃるということですか。 

○前田課長補佐  はい。 

○黒川委員  保険の分野で 180 ぐらいいらっしゃるということなんですか。さっきの話だ
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と、全国の６か所の支所で。 

○前田課長補佐  ６か所ございますけれども、それを併せて 183 名。 

○福井専門委員  施設の専門家と研修とか、スポーツ教室の専門家は違いますね。 

○井上課長補佐  失礼しました。今のは 138 名でございました。 

○福井専門委員  同じ人がやっているんですか。 

○前田課長補佐  違う係がやっております。 

○福井専門委員  いわゆる施設のプロは何人ぐらいいるんですか。要するに管理の専門家

です。 

○前田課長補佐  約半数。 

○福井専門委員  22～ 23 人ですね。残りが研修業務。 

○前田課長補佐  はい。 

○福井専門委員  研究業務というのは。 

○前田課長補佐  研究業務の方は、スポーツ科学センターの方でやっております。 

○福井専門委員  研究業務は何人ぐらいでやっていらっしゃるんですか。 

○水井課長補佐  定員で 15～ 16 名程度でございます。 

○福井専門委員  皆さん、研究員の方ですか。 

○水井課長補佐  これは研究部に属している職員です。 

○福井専門委員  15 名ぐらい。 

○水井課長補佐  はい。 

○福井専門委員  どういう研究成果が出ているんですか。 

○水井課長補佐  わかりやすい例でいいますと、アテネオリンピックで北島選手が金メダ

ルを取りましたけれども、事前の低酸素状態における極限状態での肉体トレーニングで、

いろいろ筋肉組織を分析したりとか、それから飛び込みのフォームであるとか、泳いでい

るときのフォームとか、そういうのを全部定点観測とか、いろいろカメラで取り入れまし

て、それを分析して、他国の選手との競争に応用していくとか、そういう科学的な研究で

す。 

○福井専門委員  レポートとか、論文集のようなものは出されているんですか、 

○水井課長補佐  はい。年報とか、そういうのを出していますし、すぐ成果がオープンに

できませんものですから、各国が競争している部分がありますので、まず、身内で、日本

国内だけで研究成果の発表をして、それがだんだんオープンになっていくという形になっ

ているかと思います。 

○福井専門委員  後ほど、そのレポートの最近２～３年の分、それからどういう研究員、

どういう経歴や学歴の方がやっておられるのかについて、後ほどいただけませんでしょう

か。 

○八代主査  例えば、筑波大学とか、いろんなところの体育学科でもやっているような、

普通の大学ではできないものなんですか。 
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○水井課長補佐  ここのスポーツ科学センターにおきまして、各競技の支援をしているわ

けでございますけれども、そういう科学や情報や医学などが、すべて一体となって集中的

にそういう支援をしていくと。いろんな研究とか、そういうフォーム分析をしていくとい

うことでやっているところであります。 

○草刈副主査  その対象はだれなんですか。例えば、オリンピック選手に限るとか、それ

から、今、八代さんが言われたように、ほかにもいろいろ学校とか、企業とか、あるいは

研究所でやっていますね。その辺が一体どうなっていて、つまり何のために国家的事業と

して、ここでやらなければいけないというか、どういうふうに限定してやっているのかと

いうことを説明していただかないと、納得できないんですけれども。 

○水井課長補佐  学校体育とか、そういう意味ではございませんで、我が国の国際競技力

の向上という政策目標に基づきまして、オリンピックとか、国際大会とか、そういうのに

出るような選手についての支援をしていくという施設でございます。 

○福井専門委員  目標がそうであるにしても、直営の、言わばここの職員が直にやらない

といけないかどうかということは、また別問題ですから、例えば大学のスポーツ医学の専

門家に委託をするとか、請負いでやってもらうとか、あるいは民間の研究所でもいいです

けれども、それではなぜ支障があるのかということです。 

○翁専門委員  施設運営の稼働日数というのは、何か目標を置いておられるんですか。今、

２ページのところで、もし、民間でやることによって、きちんと政策目的について客観的

な基準を設けておけば、民間に丸ごと委託して、運営して、もう少し稼働率を上げていく

というような考え方はないんでしょうか。 

○前田課長補佐  稼働日数につきましては、中期計画を定めるときに、過去５年間の、例

えばその年だけやるような大会というのを除きまして、その平均値を取りまして、それプ

ラス努力目標を付けて稼働日数をしておりますので、この稼働日数につきましては、その

後の実績によりまして見直すことになります。 

  勿論、365 日稼働できるわけではございませんし、それから国立競技場、ラグビー場等

につきましては、芝生をある程度きちんと生やさないと、きちんとした大会ができないも

のですから、その部分稼働できない部分がございます。 

  それ以外につきましては、できるだけ稼働、ですから申し込みがあれば、空いていれば

利用していただくということでやっております。 

○福井専門委員  管理なんかは一番包括委託になじみそうに思うんですけれども。先ほど

コンサートばかりになってしまうのではないかという課長からのお話がありましたけれど

も、もし、そういう御心配があれば、例えばコンサートは年間何日以内だとか、逆にスポ

ーツ競技を何日以上という大きな大綱的な基準を契約の中に盛り込んで、その枠内で、要

するに絶対に押さえてほしいことは明記した上で、それ以外は自由にやって、できるだけ

収益を上げてくださいというような包括委託の在り方もあると思います。そういう選択肢

も是非御検討いただければと思います。 
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○草刈副主査  今と関連するんですけれども、施設運営の３つのところ、これの収支がど

うなっているのかわからないので、当然収入もあるわけでしょうから、いわゆる概略のＰ

Ｌを次回というか、紙でいいですから、見せていただきたい。人件費も含めてです。それ

が１点。 

  もう一つ、ｔｏｔｏの話ですが、実は大変に疑問に思っているんです。サッカー協会が

ああいう形でやっていて、インテンションはわからないでもないですが、一方、さっきの

収支表を見せていただきますと、事業としては完全に破綻してしまっているんですね。そ

れで、いろいろ御工夫はされていると聞いているけれども、これが 13 年度の 600 億にな

るか、ならないかというのは、相当の疑問だというのが１つ。それから、これは全然償還

ができていない。 

それからもう一つ、いわゆる博打に助成金を出すというのは、一体いかがなものかと、

どうしてそんなことまでして、この事業を支えていかなければいけないのかと。 

  競馬にしても、あれは国がやっているんでしょうけれども、競輪なんて民営ですね。と

にかく助成金とか、こういうものを博打の中に持ち込むというのは、極めて不健全ではな

いかと思うんですが。 

○八代主査  不健全というか、もっとも博打はもうけるためにやっているわけで、補助金

を出すためにやっているわけではないんではないかと思うんですけれども。 

○草刈副主査  だけど、もうからなくても収支均衡ならいいんだけれども、補助金を出し

てまで赤字になってしまうというのは、どう考えてもわからないですね。 

○八代主査  福祉とは違うわけですものね。 

○岡本企画・体育課長  この事業に対する助成金は出ていないんでございますけれども、

これは完全に独立採算ですので。 

○八代主査  これは何ですか。 

○岡本企画・体育課長  失礼しました。これはｔｏｔｏの売上から、競馬とかと同じで、

何と似ているんだろう。宝くじなんかと似ていますね。それから、最初におっしゃいまし

た 600 億まで戻るかというお話でございますが、実は制度設計しましたときに、どれぐら

い売れるかというのが、1,600 から 2,000 億。 

  大体毎年の経費が、ここにありますように、200 億ぐらいかかるところからスタートし

まして、必死で削ってこうなっております。 

  ところが、18 年度以降のシステムは、もともと何と申しますか、小さいエンジンで行こ

うと。大きいエンジンを積んでしまったので、燃費が悪くてひいひい言っていますけれど

も、もともと小さいエンジンで行こうということでございまして、どのぐらいにするんだ

っけ。数十億というレベルでやっていこうと思っております。 

○美原専門委員  その場合に１つ聞きたいのは、契約上のコミットメントをされています

ね。それがために債務負担行為が設定されている。その債務認識の問題はわかりましたけ

れども、契約破棄をした場合、それが違約金となって、結局この事業は大赤字になるんじ
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ゃないですか。受託会社との契約上、契約を破棄して新しい細分化されたものをやったと

きに、当然、受託会社は、御省あるいはこの事業団に対して膨大な損失金を要求してくる

んじゃないですか。それでもって、この事業はだめになるんではないですか。 

○土松課長補佐  そちらにつきましては、当初、受託会社との契約期間が５年間というこ

とで設定されておりますので、そこの満了まで行ってしまう、今年度の末までいってしま

えば、そこで違約金は発生しないという契約になっているようでございます。 

○八代主査  この初期投資というのは、何でこんなにかかったのですか。 

○美原専門委員  コンピュータシステムじゃないですか。 

○八代主査  コンピュータシステムのためなのですか。 

○岡本企画・体育課長  それから、今、機械がでかいんです。こんなでかい機械でやって

おりますので、18 年度からこのぐらいの機械でやるようになるんですけれども。 

○草刈副主査  運営費というのは、コンピュータですか。物すごく金がかかっていますね。 

○土松課長補佐  運営費は、結局のところ申し込んでいただくために、マークシートを刷

ったり、それからそれを各販売店まで配送したり、そういったものも含めての運営費にな

っておりますので。 

○草刈副主査  それをインターネットでやろうというわけですか。 

○土松課長補佐  インターネットができれば、その分のコストは。 

○翁専門委員  助成金の交付というのは、どうやって決めているんですか、内部で委員会

があって決めているんですか。 

○土松課長補佐  これは、センターの方に外部の有識者の選定委員会をつくりまして、そ

ちらの方で審査していただいて、それに基づいて交付の事務をやっているという形になり

ます。 

○翁専門委員  外部有識者が決めているという感じですか。 

○土松課長補佐  はい。 

○翁専門委員  それだったら、競艇なんかと似ている仕組みですね。民間の財団法人でも

同じ方式は採用できるということですね。 

○美原専門委員  この金額では、照明施設費ぐらいしか出ませんね。ほとんどろくな支援

ができないですね。 

○安念専門委員  ちょっと、教えていただきたいだけなんですが、資本金が 2,000 億にも

上っておりますが、これは何か経緯のあることでございますか。 

○前田課長補佐  これは、今の国立競技場が国から 33 年に出資したもの、それからオリン

ピックのときの代々木の競技場、基本的にその土地、建物がほとんどでございます。 

○安念専門委員  そういう意味ですか、わかりました。 

○八代主査  では、次の時間もあります。もし、よろしければ、どうもありがとうござい

ました。 
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